
議案第１０１号 

 

 

 三次市特別職の職員の給与の減額に関する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和７年１１月２８日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市特別職の職員の給与の減額に関する条例（案） 

 

 （市長の給料月額の減額） 

第１条 市長の給料月額は，令和８年１月１日から同年１月３１日までの間にお

いて，三次市特別職の職員の給与に関する条例（平成１６年三次市条例第６８

号。以下「給与条例」という。）第３条の規定にかかわらず，同条の規定による

給料月額からその額に１００分の２０を乗じて得た額を減じた額とする。 

（副市長の給料月額の減額） 

第２条 副市長の給料月額は，令和８年１月１日から同年１月３１日までの間に

おいて，給与条例第３条の規定にかかわらず，同条の規定による給料月額から

その額に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

（委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 


